
ユネスコ「世界の記憶」について

⒈ 「世界の記憶」 （１）世界的に重要な記録物への認識を高め、保存やアクセスを促進す
る。

（２）1992年に開始し、人類史において特 に重要な記録物を国際的に登録
する制度が1995年より実施。

（３）登録にかかる審査は2年に1回で、1か国からの申請は2件以内。ユネ
スコ執行委員会において登録を決定する国際登録のほか、 「世界の
記憶」アジア太平洋地域委員会(MOWCAP)等が登録を決定する地域
登録がある。

（１）対象：
手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、地図、絵画、楽譜、映画・フィルム、写真等

（２）登録状況: 
国際登録 429件(2017年12月現在) 地域登録 56件(2018年 6月現在)

(登録例) ウィーン会議の最終議定書(オーストリア)(1997年登録) 
ゲーテの直筆文学作品、日記、手紙等(ドイツ)(2001年登録) 
人間と市民の権利の宣言(フランス)(2003年登録) 
フェニキア・アルファベット(レバノン)(2005年登録) 

※ 日本からの登録案件は国際登録7件、地域登録1件。

（３）制度改正: 
2015年「南京事件」の登録を契機に制度改正が取り組まれ、2021年4月に、加盟国政府を通じて申請するこ

と、当事国からの異議申し立て制度を新設し、問題があれば当事国間で対話を行い帰結するまで登録を進め
ないこと等を含む制度改正が決定された。

⒉ 具体的な内容
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（１） 2021年7月、改正後の制度の下でユネスコが国際登録にかかる公募を開始。それに伴い国内募
集も開始。

（２）国内の審査委員会及び関係省庁連絡会議を経て、下記の2件を我が国からユネスコへの推薦案
件として決定。

①「浄土宗大本山増上寺三大蔵」

②「智証大師円珍関係文書典籍 ― 日本・中国の文化交流史―」

（３）同年11月末にユネスコに2件の申請書を提出。ユネスコ内の審査を経て2023年にユネスコが登
録案件を決定予定。

１. 国際登録に関する制度改正後の動き

じょうどしゅう だいほんざん ぞうじょうじ さんだいぞう

ちしょうだいし えんちんかんけいもんじょ てんせき

（１） 国際登録の改正にあわせ、ユネスコ加盟国を代表する各国のユネスコ国内委員会を通じた申

請、当事国からの異議申し立て制度を新設、当事国間で対立する案件は対話を行い帰結するま
で登録を進めないことを含む、制度改正が決定。

（２）2022年2月15日 MOWCAPにおいて申請受付が開始されたことを踏まえ、2月18日 国内における
申請受付を開始。

（３）今後、「世界の記憶」国内案件に関する審査委員会及び関係省庁連絡会議を経て、我が国から
MOWCAPへの推薦案件（１国につき３件以内）を決定予定。その後、2022年秋、MOWCAP総会に
おいて登録の可否が決定予定。

２. 地域登録に関する制度改正後の動き

「世界の記憶」（国際登録・地域登録）事業の再開について



「世界の記憶」に関する国内広報・普及啓発について

１．背景
ユネスコ「世界の記憶」は、２０２２年に設立30周年を迎えるが、我が国では、必ずしも認知度が高いとは言えな

い。登録済みの案件の中には積極的に活用している事例もあるが、登録後の活用が進んでいない事例もある。
文部科学省では、国内における「世界の記憶」への認知度と制度への理解を深めるとともに、継続的に、よりふさ

わしい案件をユネスコに推薦できるようにするために、令和４年度から、新規で「世界の記憶」に関する国内広報と
研修事業を行うこととしている。

２．国内広報・普及啓発事業の検討

（１）登録のメリットの明確化
日本の文化財の国内における認知度向上や世界的に発信やアクセス強化の好機となる。

・申請者：記録物の認知度向上。保存やアクセス強化の基盤整備の契機。
・政府：海外に向けて、我が国の文化発信の強化につながる。

（２）実効性のある広報・普及啓発活動
例えば、メディアとのタイアップ、ＳＮＳの活用、文科省ＨＰの充実、セミナーの開催などが考えられる。

→【議論いただきたい点】

委員の先生方が考える「世界の記憶」の登録メリットについてご意見伺うとともに、実効性ある広報・普及啓発活
動について幅広くご意見いただきたい。
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